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鳥取県教育審議会生涯学習分科会委員名簿 

氏名 所属・職名等 

伊澤 悦子 日本ボーイスカウト鳥取連盟鳥取２団ボーイ隊隊長 

市橋 幸代 湯梨浜町子育て支援課子育て支援員  
（元湯梨浜町立松崎幼稚園長）  

大堀 貴士 NPO 法人ハーモニーカレッジ理事長 

岡崎   誠 鳥取環境大学教授  

木村 京子 鳥取市立美保小学校長  

近藤  剛 鳥取短期大学幼児教育保育学科准教授 

田中 朝子 鳥取県連合婦人会長  

徳吉 雅人 倉吉市明倫公民館長 

中村 美香 鳥取県連合青年団長 

長尾 志保 鳥取県ＰＴＡ協議会ブロック理事  

福井 伸一郎 倉吉市教育委員会教育長 

森岡 祐美子 株式会社山陰放送ラジオ総局放送制作部  

山本 幸子 鳥取市社会福祉審議会委員  
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審議過程 

 
開催日 会議名 主な審議事項 

平成２７年 
２月３日 

第１７回鳥取県教育審議会 諮問 

２月３日 
平成２６年度第１回鳥取県教育審議会

生涯学習分科会 
とっとり県民カレッジを含む県

施策についての意見交換 

３月４日 
平成２６年度第２回鳥取県教育審議会

生涯学習分科会 
主に県の役割について議論 

５月２５日 
平成２７年度第１回鳥取県教育審議会

生涯学習分科会 
答申骨子案について議論 

９月１日 
平成２７年度第２回鳥取県教育審議会

生涯学習分科会 
答申骨子案について議論 

１１月１２日 
平成２７年度第３回鳥取県教育審議会

生涯学習分科会 
答申とりまとめ 

１１月１７日 答申  
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審議概要（論点） 

 
○これからの学びの意義・役割 
・自分のためだけに教養を得るのではなく、人のために役に立つ喜びを知っていただく、

あるいは子どもたちに何かを教え、伝えていただく活動ができたらいい。（世代間・地域

のつながり） 
 
・各公民館の活動も高齢の方に限定してしまい、自分たちだけの学習で満足している状況。

県民カレッジも同じことだと思う。（世代間・地域のつながり） 
 
・現場として最も悩んでいるのが「家庭教育」。核家族が増えて子どもたちが孤立している。

小中学校に行っても幼かったり、情緒不安定になったりする子どもたちを見る。ボラン

ティアの方々と触れ合ったりして地域の中で育ってほしい。（学校等と地域のつながり） 
 
・小学校でも親が孤立しているところがある。社会教育としてどのように家庭の教育力を

上げていくのか。（学校等と地域のつながり） 
 
・人口減少が懸念されている。県民として鳥取県を守っていくために、幅広い世代に地域

活動に参画してもらい、地域でのつながりをつくってもらうようにしなければならない。

（世代間・地域のつながり） 
 
・ＰＴＡを活性化しようとするのは非常に難しい。（保護者の本音としては）仕事が忙しい

のにＰＴＡ活動は余分なこと、ボランティアという感じだと思う。役員になれば地域と

のつながりもでき、それが地域、ＰＴＡ（保護者）が元気になるきっかけになる。東日

本大震災の様子を見たとき、地域のつながりが如何に大切かと感じた。人とつながるこ

とは地域とつながること。県には地域の活動を先導する役目を期待したい。（世代間・地

域のつながり） 
 
・ＰＴＡは確かに大変。保護者を助けたり応援したりする人材が必要。子育てに上の世代

の力も借りたい。見守りなど地域の力は大きい。（世代間・地域のつながり） 
 
・「大山青年の家」が１００万人達成したとのこと。以前、見直しの対象になっていた施設

だが、職員が危機感を持って対応した結果だと思う。どの施設でも、日頃から自らの存

在意義を裏付ける活動をすることが大切。（社会の要請） 
 
・（学びを）地域づくりに活かすことは大切。誰かが学んでいたことが少しずつ広がってい

くことが、望ましい生涯学習のひとつの姿ではないか。（社会の要請） 
 
・主体性をいかに育むかが大切。学ぶことは楽しいと感じているところに主体性が育まれ

ていると、「誰かのために何かをしたい。」という気持ちになる。主体的に活動する人を

どう支えていくか。（主体性の育み）（地域とのつながり） 
 
・多くの子どもたちは１８歳になると県外に出てしまう。県への愛着や誇りを感じること

ができていたら、また鳥取県に帰ってきてくれるのでは。シニアの学びのうち、歌や踊

りも、子どもたちに伝えていただければ、そういう県を愛する気持ちをつくる助けにな

るのではないか。（世代間・地域のつながり） 
 

資料４ 
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・今は、年齢ごと世代ごとの学びになっているのでは。（子育て、シニア等々）保育園の活

動にも地域の人が関与してくれる。年代を超えたふれあいが大事。地域にはいろんな団

体があり、自分たちから関わっていかないと、と思う。人材は人財。未来の鳥取を支え

る力になる。ここを支援していただきたい。（世代間・地域のつながり） 
 
⇒「誰かのための、地域のための」主体的な学び 

⇒地域とのつながり、年代を超えたふれあいを重視 
 
 
○多様な学び 
・学ぶことの楽しさの体験として行政と民間が連携できたらいい。若い世代でも参加しや

すい仕組みに先進的に取り組んでいる例があれば教えてほしい。 
 
・県民カレッジのあり方は、著名人の講演を聞くだけよりも教室から出てレポートを書い

たり、交流しあったりするスタイルを取り入れてもいいのでは。学び続けていくことが

つながって良い見本となり、次の世代にバトンタッチしていけるように考えていけたら。 
 
・これからは多くの人を集めるのは難しいだろう。講座の参加者数だけで評価しないこと

も必要。 
 
・公民館の講座もどこかと連携すると、講座内容の面白さが違うし、満足度もある。各市

町村でこうした取組ができる受け皿があるかどうかが重要。 
 
・あくまで「結果として」活かせている、ということなのかと思う。地域に還元します！

と大上段に構えずに、結果として、「ああ、活かせているな」と感じることができたらい

いのでは。 
 
⇒若い世代も参加しやすい学びの仕組み 

⇒（若い世代以外でも）気負わず、楽しく、ヨコの広がりのある学びの視点も重要 
 
 
○幅広い世代の参画 
・県民カレッジの参加者の評価はどうなっているのか。高齢で今は参加していない人や、

もともと参加していない人の意見はどうなっているか。また、高齢者以外の若い人の意

見はどのような状況か。客観的な情報をもとに議論した方がいい。 
 
・学ぶことの楽しさの体験として行政と民間が連携できたらいい。若い世代でも参加しや

すい仕組みに先進的に取り組んでいる例があれば教えて欲しい。 
 
・人口減少が懸念されている。県民として鳥取県を守っていくために、幅広い世代に地域

活動に参画してもらい、地域でのつながりをつくってもらうようにしなければならない。 
 
・幼稚園の現場でも、子どもたちにリーダーがいなくなっていると感じる。主体性が乏し

かったり主張しなかったり。同じことが保護者にも言える。ＰＴＡも一部の人だけがが

んばっていて全体的には盛り上がらない。園としても、地域のボランティア活動団体に

協力いただいて、地域とのつながりを持とうと模索している。こういう面でも指導役が

必要と感じる。 
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・ＰＴＡは確かに大変。保護者を助けたり応援したりする人材が必要。子育てに上の世代

の力も借りたい。見守りなど地域の力は大きい。 
 
・こういう会議の場に、若い人が少ない。我々のような中高年ばかりで議論していてもい

けないのでは。いい方向性が出せても、若い人の賛同が得られないといけないのでは。 
 
・高齢者ばかりの講座に若い人が出ていて、なぜ参加したのか聞いたら、「地域のことを知

りたくて」ということだった。若者もその気がないわけではない。 
 

⇒幅広い世代の参画により「地域のつながり」づくりを進める 

 
 
○核となる人材の育成・活用 
・社会教育における県の役割は「種まき」である。それを県だけでなく、市町村、学校、

地域で耕して芽を出させる。県は講座を行うよりは、社会教育委員を育てる、研修の場

を作るといった「種になる人」を育てることが面白いのでは。 
 
・社会教育主事が機能しているかどうか。舵取りの役目は社会教育主事が担わなければな

らない。 
 
・昔と違って、行政にまちづくりを進める人材がいない。シニア世代も学びを活かし、次

の世代に伝えることが必要。旗振り役は必要。しっかりした旗振り役がいないと、どう

進めばいいのか前が見えない。 
 
・社会教育主事の資格のある職員がいても発令されていないなど、その能力を十分に発揮

できていない市町村もある。 
 
・今の子どもたちについて、２割がリーダー層、２割が非リーダー層、残り６割は、以前

はリーダーに付いていく傾向があったのに、今は非リーダー層側にくっついていく傾向

があると聞いた。大人にもその傾向があるのかもしれない。 
 
・市町村には、社会教育主事の発令をして活かす姿勢こそが必要。学んだ成果を仕事に活

かすようにしなければならない。社会教育主事研修などを設けることは大事。県も、研

修で人材育成して、その後、実際に活用されているかフォローしないと。 
 
・幼稚園の現場でも、子どもたちにリーダーがいなくなっていると感じる。主体性が乏し

かったり主張しなかったり。同じことが保護者にも言える。ＰＴＡも一部の人だけがが

んばっていて全体的には盛り上がらない。園としても、地域のボランティア活動団体に

協力いただいて、地域とのつながりを持とうと模索している。こういう面でも指導役が

必要と感じる。 
 
⇒社会教育主事等、学び・活動を後押しする人材や、地域で人と人をつなぐ人材の育成が

必要 

 
 
○次につながる学びの仕組みづくり、情報提供 
・元気な方は積極的に学ばれるが、自分の中で消化して次の段階というときに二の足を踏

まれる方が数多くおられるのが現実。今学んでいるニーズはそこにあるのか疑問に感じ
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る。 
 
・今の施策は、積極的に活動する人向けの印象。積極的に活動する人には、ある意味何も

しなくてもいいのでは。自力で情報を集められない人もいる。安心して老いていける社

会になるといい。そのために、いろんな情報の拠点、相談口になる場所があるといい。 
 
・情報の「発信」だけでなく、いかに情報を「届ける」か。届けるところが難しいが、そ

れこそが県の役目。 
 
⇒次につながる学びの仕組みづくり、受信される、受信しやすい情報発信の仕組み・相談

の拠点 

 
 
○県の役割 
・社会教育における県の役割は「種まき」である。それを県だけでなく、市町村、学校、

地域で耕して芽を出させる。県は講座を行うよりは、社会教育委員を育てる、研修の場

を作るといった「種になる人」を育てることが面白いのではないか。 
 
・シニア世代が有意義な生活を送っていくことも大事だが、これからの子どもたちを生涯

にわたってより良い大人に育てていくことが生涯学習の一番の目的。２０年前は必要だ

ったかもしれないが、２０年経った今、市町村でも県民カレッジに代わる活動を行って

いる状況では県民カレッジは必要ない。県教委の生涯学習の方針としては、舵取り役に

回るべき。 
 
・行政は、学ぶ意欲を支援していかなければならない。 
 
・県民カレッジは一定の役割を果たした。時代の流れで、なくなっても仕方がないと思う

が、県民カレッジがなくなって社会教育が衰退しないようにしなければならない。地域

の活動を支えるために、県は市町村職員等の企画力向上を支援したり、社会教育主事が

機能しているか、あり方を見直したりする必要があるのではないか。 
 
・今は、年齢ごと世代ごとの学びになっているのでは。（子育て、シニア等々）保育園の活

動にも地域の人が関与してくれる。年代を超えたふれあいが大事。地域にはいろんな団

体があり、自分たちから関わっていかないと、と思う。人材は人財。未来の鳥取を支え

る力になる。ここを支援していただきたい。 
 
・成果を活かす仕組みづくりは行政が手助けしないといけない。 
 
・今の施策は、積極的に活動する人向けの印象。積極的に活動する人には、ある意味何も

しなくてもいいのでは。自力で情報を集められない人もいる。安心して老いていける社

会になるといい。そのために、いろんな情報の拠点、相談口になる場所があるといい。 
 
・情報の「発信」だけでなく、いかに情報を「届ける」か。届けるところが難しいが、そ

れこそが県の役目。 
 
⇒行政の役割としては、学ぶ意欲の支援、人材育成、成果を活かす仕組み（環境）づくり。 

特に県は、施策の舵取り役の立場。専門的人材の育成やフォロー、情報が届く仕組みづ

くりを担う。 
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平成２５年度鳥取大学地域貢献支援事業「鳥取地域生涯学習ニーズ調査」 

（回答結果一覧） 
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鳥取県教育審議会条例 
 

（目的） 

第１条 この条例は、鳥取県教育審議会の設置に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

（平23条例49・一部改正） 

（設置） 

第２条 学校教育、生涯学習、青少年教育、文化芸術等の振興を図るため、鳥取県教育

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（平24条例６・一部改正） 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、教育委員会又は知事の諮問に応じ、学校教育、生涯学習、青少年教

育、文化芸術等の振興に関する重要事項について調査審議する。 

２ 審議会は、前項に規定する事項に関して、教育委員会又は知事に建議する。 

（平23条例49・平24条例６・一部改正） 

（組織） 

第４条 審議会は、委員30人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第６条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置

くことができる。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が

任命する。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき

は、解任されるものとする。 

（専門委員） 

第７条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこ

とができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が

任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、

解任されるものとする。 

（会長） 

第８条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員

がその職務を代理する。 

（会議） 

第９条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会

議を開くことができない。 

資料７ 
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３ 会議の議事は、在任委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過

半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 前３項の規定は、次条第１項の規定により置かれる分科会及び第11条第１項の規定

により置かれる部会の議事について準用する。 

（分科会） 

第10条 審議会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

名称 所掌事務 

学校等教育分科

会 

公立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校（以下「公立学校等」という。）の教育の振興に関する重要事

項（学校運営分科会及び生涯学習分科会の所掌事務に属するものを除く。）

を調査審議し、及び建議すること。 

学校運営分科会 １ 公立学校等の運営に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 

２ 公立学校等の教職員評価に関する重要事項を調査審議し、及び建議する

こと。 

生涯学習分科会 １ 生涯学習の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 

２ 社会教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 

３ 青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 

４ 青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議し、及び建議するこ

と。 

５ 文化芸術の振興に関する重要事項を調査審議し、及び建議すること。 

２ 前項の表の左欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、教育委員会が指名

する。 

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

５ 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、当該分科会に属する委

員のうちからあらかじめ分科会長の指名する者がその職務を代理する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とするこ

とができる。 

（平19条例１・平24条例６・平26条例43・一部改正） 

（部会） 

第11条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあ

っては、分科会長）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のう

ちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 

６ 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決

とすることができる。 

（雑則） 

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定

める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条第２項、第６条第２項及び第７条第２項の規定による任命及びこれに関し必

要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

（鳥取県産業教育審議会条例等の廃止） 

３ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 鳥取県産業教育審議会条例（昭和26年鳥取県条例第51号） 

(２) 鳥取県スポーツ振興審議会条例（昭和37年鳥取県条例第14号） 

(３) 鳥取県教育課程審議会条例（昭和40年鳥取県条例第８号） 

(４) 鳥取県高等学校教育審議会条例（昭和48年鳥取県条例第28号） 

(５) 鳥取県生涯学習審議会条例（平成３年鳥取県条例第15号） 

附 則（平成19年条例第１号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年条例第49号） 

この条例は、平成23年８月24日から施行する。 

附 則（平成24年条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第43号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の施行の日から施行す

る。 

（施行の日＝平成27年４月１日） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


